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教育目標と本年度の重点目標の評価 
学校の教育理念・目標 

 

総括 

令和７年度重点目標 重点目標・計画の達成状況 

 

課題と解決方策 

●建学の理念と評価の指針 

本校は「実学教育」「人間教育」「国際教育」

の 3 つの建学の理念を掲げ 

評価の指針として、学生・高等学校・業界・

地域からの「4 つの信頼」を得ることを目

指した学校運営と、職業人教育を通じて社

会に貢献することを目標とする。 

 

●教育目標（開校の目的） 

横浜ベルエポック美容専門学校は国際色豊

かな横浜を拠点に、グループのネットワー

クを活用した「現場密着型授業」を展開し、

「美」の力で人々の人生に関わり社会貢献

できる人材を養成することを目的とする。 

 

●5 ヵ年の目標（2025 年度から 2030 年度

までの 5 年間に、以下の目標を達成します） 

横浜ベルエポック美容専門学校は、産学連

携教育「現場実習教育」を提供し美容業界

への人材輩出を通じて業界に貢献すること

を組織目的とする。 

 

１．入学定員の充足 

２．1 年生進級率の向上 

３．国家試験合格率の向上 

４．就職希望者内定率の向上 

●多様化するニーズに対応するため、教育の目標と

して「ゆっくり・確実・ていねい」な指導を行う。 

また、現場実習カリキュラムを通じて、即戦力とな

る人材育成を目指し、現場密着型教育に注力し、ヘ

アメイク現場やサロン、イベントへの参加機会を豊

富に提供することによって、学生の満足度の向上に

努める。 

 

神奈川県における新規現場実

習開拓 30 件の達成。 

グループ校の協力による大型

美容現場実習への参加した。 

特に、3 月に実施された特別選

抜研修におけるパリファッシ

ョンウィークへの参加は、新規

校 1 年目にして、本校学生が選

抜され、国際教育としても特色

ある教育を実施することがで

きた。 

近年の学生ニーズにお

ける、キャリア設計段階

において、将来像を描く

スモールステップの設

計に課題が残った。 

課題解決として、個々の

キャリアロードマップ

を作成し、将来像を明確

にする。 

【課題】 

多様化する学生の心理

的予兆を早期にキャッ

チする体制の強化。 

【解決策】アンケートデ

ータを活用し、担任やカ

ウンセラーが連携した

迅速な個別サポートを

システム化する 

【課題】地元志向の学生

ニーズと、トップサロン

への憧れのミスマッチ

を解消する。 

【解決策】横浜地元のサ

ロンとの連携を深化さ

せ、地域に根差した実習

先を拡大する。 

 
 

最終更新日付 2026 年 3 月 31 日 記載責任者 今井 リカ 
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基準１ 教育理念・目的・目標と職業教育のマネジメント 
1-1 （1/2） 

1-1 教育理念、目的及び目標の設定等 

点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

1-1-1 教育理念等を踏

まえ、当該専門学校とし

て、目的及び目標を設定

し、学科（コースを設置

している場合はコースご

と）ごとに育成する人材

像を明確にしているこ

と。  

 

○当該専門学校の教育理念を

踏まえた目的、目標が適切な決

定過程により設定されている

か 

教育理念を踏まえた目的、目標

は学園、学校の承認を得て設定

されている 

法人の寄付行為による明確な

基準に基づいて設定している

ため日和見的な変化が起こら

ない 

目的、目標が社会環境の実情と

乖離しないよう外部評価を受

信する 

○設置している課程（学科、コ

ースを設置している場合はコ

ースごと）ごとに目的、目標、

育成人材像が具体的に示され

ているか 

設置している学科ごとの目的、

目標は教育指導要領、学生便覧

に記載されている 

文章として明確化しているだ

けではなく、授業においても定

期的に目的、目標、育成人材像

について、将来像の共有を行っ

ている 

学科の目的、目標は情報公開の

観点から、引き続き、各種書

類・資料にて具体的内容を明示

する 

○当該専門学校の教育理念、目

的、目標と学科等ごとの目的等

との関連性が明確になってい

るか 

教育指導要領、学生便覧にて明

記をしており、講師会議や学生

のオリエンテーションにて読

み合わせを行っている 

学校の理念、目的、目標に合わ

せて、目的等は設定さているた

め、関連性は明確化できている 

目的、目標が社会環境の実情と

乖離しないよう外部評価を受

信する 

○また、入学者受入れ方針、教

育課程編成・実施方針、卒業認

定方針との関連性が明確にな

っているか 

教育指導要領・学生便覧に記載

されており。関連性が明確にな

っている 

入学時や進級時など、折にふれ

て学生便覧を通じて、学生とも

読み合せるため評価基準の浸

透度が高い 

基盤となる基準は学則にて明

示をしており、社会環境・情勢

に合わせて適宜、変更をしてい

く 

○教職員、学生、社会に対して

教育理念等が十分に周知・公表

されているか 

教育指導要領・学生便覧にて教

職員、学生に周知できている 

学校理念はホームページにて

公表している 

外部に公表することで教育理

念の周知を実施している 

教育理念は、学校の情報公開に

て周知・公表をしている 

また教職員研修や学生のオリ

エンテーションでも伝播して

いく 

1-1 （2/2） 
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参照資料 中項目の評定 

教育指導要領・学生便覧、学校ホームページ、滋慶語録（社外秘資料）  

最終更新日付 2026 年 3 月 31 日 記載責任者 今井 リカ 
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1-2 （1/1） 

1-2 職業教育のマネジメント体制の整備 

 

点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

1-2-1 職業教育を推進

（教育の企画・設計・運

用、検証及び改善・向上

等）するために必要なマ

ネジメント体制（以下「職

業教育のマネジメント体

制」という。）を整備し、

有効に機能しているこ

と。 

○当該専門学校の目的を実現

するために、学校内に具体的に

職業教育を推進するための組

織体制を整備しているか 

学校の目的を実現するために、

学校内に具体的に職業教育を

推進するための組織体制とし

て、学内組織の他、学校関係者

評価委員会や教育課程編成委

員会など、外部委員を招聘した

委員会を整備した（令和 8年度

より） 

運営会議にて、各学科の企画・

設計・運用・検証し PDCA を

行うマネジメント体制を整備

している 

また外部委員が参画する委員

会の意見・結果について教育に

取り入れていく 

職業教育実施のためのスキー

ムとして、学内にとどまらない

幅広い意見徴収を行い実学教

育に反映させる 

○職業教育のマネジメント体

制は有効に機能しているか 

職業教育のマネジメント体制

は有効に機能している 

部署ごとに業務を司る役割の

職員を配置し、効果的なマネジ

メントを実施している 

学科特性に合わせた年間計画

を立てることでマネジメント

は有効に機能している 

 

今後、検証からの改善、向上に

ついての精度を高めていくこ

とが必要となる 

 

参照資料 中項目の評定 

事業計画、組織役割表、学年歴 ２ 

 

 

 

最終更新日付 2026 年 3 月 31 日 記載責任者 今井 リカ 
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基準２ 教育課程、教育の実施、学修成果 
2-1 （1/2） 

2-1 教育課程の編成と授業科目 

 

点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

2-1-1 学校の目的・目標

及び育成人材像を実現す

るための教育課程編成・

実施方針を定め、方針に

基づき、必要な授業科目

を体系的・段階的に配置

した教育課程を編成して

いること。 

○教育課程の編成にあたって、

卒業認定方針を踏まえ、学校の

目的・目標及び育成人材像を実

現するための教育課程編成・実

施方針を策定しているか 

卒業認定方針を踏まえ、学校

の目的・目標及び育成人材像

を実現するための教育課程

編成をおこなっている 

教育目標から逆算した学年到

達目標に対する実施方策に課

題がある 

方針の正否については、定期的

な教育課程編成委員会を実施

していることから、外部の業界

関係者の意見を反映させてい

く 

○教育課程編成・実施方針に基

づき、系統性・段階性に配慮し

た授業科目を配置し教育課程

を体系的に編成しているか 

系統性・段階性に配慮した授

業科目を配置し教育課程を

体系的に編成している 

教育目標から逆算した学年到

達目標に対する実施方策に課

題がある 

学年到達目標を見据えた教育

の年間計画を作成、運用を行う 

○当該専門学校における教育

課程編成の過程は、明確になっ

ているか 

指定規則に基づいて教科課程

の編成を行っている 

即応力を養うため、現場有識者

の意見を教育課程編成委員会

にて徴収し、カリキュラムに反

映していく 

外部環境の変化に対応し教科

課程の変更を適宜行っていく 

2-1-2 教育課程編成の

ために、教職員及び企業

等の役職員その他の委員

により組織する教育課程

編成委員会等を設置し、

年 2 回以上開催している

こと。 

【注）職業実践専門課程】 

○職業実践専門課程の認定課

程（学科等）を設置する学校に

おいては、産業界及び地域社会

との連携による教育課程の編

成・実施のため、教育課程編成

委員会を設置しているか 

美容業界有識者を委員とし

て招聘しており、定期的な委

員会の開催を実施する。

（2025 年度開校のため令和

7 年度は実施なし） 

美容業界専門職教育に十分に

役立つ実践型の現場教育を 

科目シラバスに落とし込んで

いる 

委員会での意見偏重にならな

いよう、招聘委員の固定化を避

けるよう定期的に委員の変更

を行う 

○上記委員会を年 2 回以上開

催し、産業界等からの意見につ

いて具体的に反映させるなど、

委員会を機能させているか 

産業界等からの意見を分析

し、具体的に反映させるな

ど、委員会を機能させていく 

教育課程編成員会での意見を

参考にカリキュラムに反映す

る 

年間 2 回の教育課程編成委員

会を実施していく 

委員会の中心議題を固定化し、

教育に関する効果測定ができ

るようにする 

 

2-1 （2/2） 
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点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

2-1-3 外国人留学生に対し

て、日本国内に就職する際に

必要となる日本社会の理解の

促進に資する授業科目を 300

時間以上開設していること。 

【注）外国人留学生キャリア形

成促進プログラム】  

○外国人留学生キャリア形成

促進プログラムの認定課程を

設置している専門学校におい

ては、外国人留学生に対し

て、日本国内に就職する際に

必要となる日本社会の理解の

促進に資する授業科目を 300

時間以上開設しているか 

本校は、現状では外国人留学

生キャリア形成促進プログラム

の認定を、受けてはいないが

対象者に対応できるプログラ

ムについては、今後を見据え

て準備を行っていく 

 

今後、開設にあたっては、すで

に実績のあるグループ校にて

多様な国籍の留学生が在籍し

ているため、開設科目の参照と

する 

専門教育を実施しながら、「日

本で学ぶ意義」「日本の文化・

風習」など、留学生が卒後、日

本国内でも活躍ができる内容

も、今後の教育に盛り込んでい

く 

○該当する授業科目は、文

部科学省が規定する要件を

満たす適切な内容になって

いるか 

実施の際には、グループ校に

当該プログラムの導入を実

施している学校へのヒアリ

ングを行い、要件に準拠した

内容の実施を行う 

内容においては、上記と同様の

取り組みにて適切な内容を組

み込む 

専門職業教育以外の日本文化

を醸成する仕組みを取り入れ

ていく 

 

参照資料 中項目の評定 

教育課程表（カリキュラム表）、教育課程編成委員会議事録・意見書 ２ 

 

 

 最終更新日付 2026 年 3 月 31 日 記載責任者 今井 リカ 
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2-2 （1/2） 

2-2 教育課程の実施 

点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

2-2-1 授業科目内容に

応じ、講義、演習、実験、

実習又は実技等、適切な

授業形態で教育が実施さ

れ、かつ、適切な教材が

用いられるとともに、学

校が定めた基準に基づき

成績評価を行っているこ

と。  

○各授業科目について、適切な

授業形態、方法及び教材が用い

られているか 

授業科目について、適切な授業

形態、方法及び教材が用いられ

ている 

物価高騰の影響で教材の供給

に際し、安価で良質な物品を教

材とすることが難しくなって

いる 

教材についてはロット単位で

の購入など、良質なものを提供

できる方策を検討する 

○授業科目ごとにシラバスを

作成し、学生に周知しているか 

授業科目のシラバスの他、授業

ごとのコマシラバスを作成し、

学生に周知している 

シラバスを作成することによ

り授業内容が計画的に組み立

てられていることが客観的に

わかる 

実習においてシラバス通りの

進行・到達がかなわないことが

課題である 

目標に到達出来ていない学生

に関しては補習などでサポー

トしていく 

○学生に対する履修指導、予

習・復習等に係る相談・支援に

取組んでいるか 

履修指導や学習相談に取り組

んでいるが、現行の運用体制で

は学生の個別ニーズに十分に

対応しきれない場面がある 

授業を欠席した際の、サポート

体制においては、オンデマンド

教材などで今後サポートでき

る体制を整備していく 

支援の質を高めるための体制

整備や指導方法の工夫を継続

的に進めていく 

○成績評価について、授業科目

の内容、形態に応じた基準を設

定し、シラバス等で学生に明示

した上で、学生の学習に係る評

価を公正かつ厳格に行ってい

るか 

評価の基準を設定しており、実

行している 

評価方法については、授業の特

性に合わせている 

学生の評価分布は GPA を指標

としている 

評価の公平性・透明性が整って

いるため、問題が生じること

は、現状ではない 

今後も評価の質を保つよう基

準や方法について整備を続け

ていく 

○成績評価の公正性・厳格性を

担保するために、学生からの成

績評価に関する問合わせ等に

対応するしくみを整備し、かつ

学生に対して明示し、適切に運

用しているか 

学生からの成績評価に関する

問合わせ等に対応するしくみ

を整備し、かつ学生に対して明

示し、適切に運用している 

学生便覧・シラバスに成績評価

に関する記載をし、学生に明示

している 

評価基準の公表は今後も継続

していく 
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2-2 （2/2） 

点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

2-2-2 企業等と連携し

た、実習、実技、実験又

は演習等（以下「実習・

演習等」という）の授業

を行っていること。 

また、教育目標の達成

に必要な企業等と連携し

た実習・演習等の単位時

間または単位数の総授業

時数に占める割合を具体

的に設定していること。 

【注）職業実践専門課程】  

○職業実践専門課程の認定課

程（学科等）を設置する学校に

おいては、実践的な職業教育と

して重要な企業等と連携した、

実習、実技、実験又は演習等（以

下「実習・演習等」という）を

行っているか 

実務家教員※を配し、実践的な

職業教育を実践している 

特に実習や演習の授業では現

場に即した卒後すぐに使える

知識・技術を実務家教員※が享

受している 

 

※「実務家教員」職業実践専門

課程並びに修学支援新制度に

て指定されている企業と連携

した教員で専門実務の経験を

持つ者を指す 

現場実習授業で企業連携を行

い業界からのフィードバック

を受けることができる 

実際の現場に対応することが

難しいことがある 

（学生募集の期限等） 

教育方針と現場ニーズのミス

マッチを防ぐため、現場実習の

目的について、企業との相互理

解をはかり連携することが解

決につながる 

○連携実習等の総授業時間数

に占める割合を設定している

か 

連携実習等の総授業時間数に

占める割合の設定は、できてい

ない 

年間で組まれている連携実習

は設定出来ているが、限定的に

行う連携実習の割合は設定さ

れていないことが課題である 

年間計画で産学連携実習が設

定できるような仕組みを整備

する必要がある 

○連携実習等において、協力機

関等と到達目標等を共有し、成

績評価等について必要な協

働・連携する体制を整備してい

るか 

対象となる授業の育成目的・目

標、授業特性、内容、評価の基

準・方法について事前に説明し

理解を得たうえで、指導方法に

ついて一任している 

評価については教務部と共有

して実施をする体制が整って

いる 

業界講師に授業を担っていた

だくことで、業界に即応でき

る、実践型カリキュラムを導入

している 

また、定期的に実施をしている

講師会議にて指導内容の補正

もできており、質の高い授業が

展開されている 

組織連携を構築し、カリキュラ

ムの読み合わせをするだけで

はなく、到達目標と現状の課題

を明確にできるようコミュニ

ケーションの場として講師会

議を今後も継続に実施する 
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参照資料 中項目の評定 

教育課程（カリキュラム）表、学生便覧、講師会議、教育課程編成委員会 ３ 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2026 年 3 月 31 日 記載責任者 今井 リカ 
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2-3 （1/1） 

2-3 単位・卒業認定 

 

点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

2-3-1 学校の目的・目標

及び育成する人材像を実

現するために必要な卒業

認定方針（資格・免許等

を含む修得させる職業能

力を含む）を学科・コー

スごとに定め、当該方針

に基づき卒業を認定して

いること。 

○あらかじめ、学生に周知して

いる卒業認定方針に即した卒

業認定の基準及び方法によっ

て卒業認定を行っているか 

卒業要件を学則で規定し、その

運用について学則施行細則に

て周知をしている 

実際の運用は科目に即した方

法にて実施をしている 

卒業認定方針に即した卒業認

定の基準及び方法によって卒

業認定を行っている 

指定規則に基づいて卒業認定

を行っている。 

現場から求められる職業能力、

特に社会人基礎力の修得に今

後も注力を行う 

 

知識・技能・態度に分けた職業

能力の設定を行う 

 

参照資料 中項目の評定 

学則、学則施行細則 ３ 

 
最終更新日付 2026 年 3 月 31 日 記載責任者 今井 リカ 
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2-4 （1/2） 

2-4 学修成果目標の達成状況 

 

点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

2-4-1 卒業認定方針に

明示した学科・コースごと

の職業能力（資格・免許等

の取得、必要な知識や技

術、技能、職務遂行能力

の修得など含む。）の学生

の修得状況を把握し、評

価していること。  

○卒業認定方針を踏まえ、学

科・コースごとに職業能力（資

格・免許等の取得、必要な知識

や技術、技能、職務遂行能力の

修得含む。）の修得についての

目標を定め、学生の達成状況を

把握し評価しているか 

学科・コースごとに職業能力の

修得についての目標を定め、学

生の達成状況を把握し評価して

いる 

学生の達成状況に差異があり、

当初定めた目標到達への乖離

が課題である 

オンラインツールの活用や授

業外の補習で補っていく 

2-4-2 学生の進路に関

する目標を定め、その目

標を達成していること。  

○学生の就職、進学等進路に

関して具体的な目標を定め、そ

の目標の達成状況を把握してい

るか 

担任、就職担当の職員が一人ひ

とりの進路希望を把握し、目標

管理をしている 

早期の段階より、将来のキャリ

ア設計のイメージをもたせる

ことに課題がある 

学生の就職支援に際し、こちら

の支援準備に相反して、学生自

身のモチベーションに左右さ

れるケースがあるため、教員の

対応力向上が求められる 

○卒業後の進路・キャリア形成

に関する相談や指導などの支

援体制を整備し適切に運用し

ているか 

卒業後も学内求人の閲覧や、学

校との連絡ツールを整備し、転

職などの相談・指導が可能であ

る 

再就職支援のための資源は整

っている 

今後、定期的な卒後調査を実施

し、再就職支援が必要な卒業生

の洗い出しと就職支援を実施

する 

○卒業生の進路・キャリア形成

状況等を踏まえ、当該専門学校

の教育課程、教育方法、学修成

果等を検証し、必要に応じ、そ

れを踏まえた改善・向上策をとっ

ているか 

毎年、教科課程・教育目標、教

育方針、学習成果の振り返りを

実施し、教員研修にて、改善・

向上に努めている 

同分野グループ校の実績とし

て専門就職率が高いことから、

教育基盤・内容の不備はないと

考えている 

多様なバックグラウンドを持

つ学生※への在学中の支援体

制を整備したい 

※「多様なバックグラウンドを

持つ学生」ここでは一部の学生

において、就職活動に著しいこ

だわりや、学習、生活面の特性

を持つ学生を表現している 
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2-4 （2/2） 

点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

2-4-2 続き ○卒業生、実習先・就職先など

関連する企業及びその他組織

の意見や在学生の意見を勘案

するなど、多角的、継続的な視

点に立った検証方法等について

工夫をしているか 

企業からは教育課程編成委員

会、講師会議などで意見を聴取

している 

在校生からも定期的なヒアリ

ングにて意見を聴取し、教育方

針や学習成果の検証を行って

いる 

「学校関係者評価委員会」にて

学外より学校の評価・意見をい

ただき、学修成果の向上をめざ

す 

また、業界の有識者の意見を

「教育課程編成員会」にて反映

すること、また、定期的に業界

講話もあるため、比較的、現場

に即した教育が実施できてい

る 

同窓会組織を設立し、今後、 

連携して学生支援をおこなう

体制の計画を考えていきたい 

 

 

参照資料 中項目の評定 

教育指導要領・学生便覧・就職サポートブック ３ 

 
最終更新日付 2026 年 3 月 31 日 記載責任者 今井 リカ 
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基準３ 学生の受入れ、学生支援 
3-1 （1/1） 

3-1 学生募集及び入学者の選抜、収容定員の管理 

 

点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

3-1-1 入学者の受入方

針、入学選考基準、方法

を定め、入学希望者に明

示し、入学者の選考を公

正に行い、合否を決定し

ていること。 

○卒業認定方針及び教育課程

の編成・実施方針を踏まえて学

生の受入れ方針を定め、求める

学生像や入学者に求める水準

等を明確に示しているか 

入試の方法、入学要件は学則に

定めている 

また、具体的な入試の方法につ

いては募集要項に記載をして

おり、本校ホームページにも記

載をしている 

受け入れの方針については、入

学予定者、および保護者に丁寧

に説明をしている 

 

より、受験生、保護者が理解し

やすい情報提供の方法、コンテ

ンツを継続的に考えていく 

○また、選抜方法及び手続をあ

らかじめ公表した上で、所定の

選抜基準及び体制のもとで適

切かつ公正に入学者を選抜し

ているか 

選抜の基準や手続きは、募集要

項に記載をしている 

入試の際は評価表を用いて一

定の水準で入学希望を選抜で

きるようにしている 

特に問題になることがなく運

営できている 

  

引き続き、適切で公正な運営に

努める 

3-1-2 学生の受入れは、入

学定員に基づき適正に行

っていること。 

【注)修学支援新制度機

関要件の確認】 

【注）外国人留学生キャ

リア形成促進プログラ

ム】 

○入学定員に対する入学者数

及び収容定員に対する在籍学

生数を適正に管理しているか 

入学希望者、出願予定者、出願

者、受験辞退者、合格者、入学

辞退者を日ごとに数値管理し

て適正に行っている 

また、留年復学に伴う学生数に

ついては教務部と連携して把

握をしている 

入学生数において定員を遵守

する運営をしているが、入学辞

退や在校生の留年等で予定す

る学生数の見込みに変動が生

じている 

学科によっては定員を超えた

入学生を迎え入れている 

入学予定者は、辞退者の予測も

含め適正な入学定員の遵守に

取り組む 
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参照資料 中項目の評定 

学則、募集要項 ３ 

 
最終更新日付 2026 年 3 月 31 日 記載責任者 今井 リカ 
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3-2 （1/1） 

3-2 多様な学生に対する修学支援 

 

点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

3-2-1 適切な体制を構

築し、障がいのある学生、

海外からの留学生、社会

人経験者など、多様な学

生の修学に関する支援を

行っていること。 

 

○障がいのある学生、海外から

の留学生等多様な学生に対し

て必要な配慮、支援を行ってい

るか 

公的制度を利用する学生や社

会人経験がある学生に対して

配慮・支援を行っている 

また、必要に応じて合理的配慮

を行うことがある 

学内外の関係部署にて丁寧に

対応をするため、対象者、およ

び保護者から一定の理解が得

られ、修学ができている 

合理的配慮の対応については、

専門知識を有するカウンセラ

ーと連携していく 

また、合理的配慮の理解につい

て、教員研修を実施していく 

3-2-2 特に海外からの

留学生について適正な在

籍管理、進路(就職)指導

を行うとともに、日本人

学生との交流の機会が確

保されていること。 

【注）外国人留学生キャ

リア形成促進プログラ

ム】 

○特に、外国人留学生キャリア

形成促進プログラムの認定課

程を設置する専門学校におい

ては、海外からの留学生につい

て適正な在籍管理、進路(就職)

指導を行うとともに、日本人学

生との交流の機会が確保され

ているか 

留学生の在籍は、現段階ではい

ないが、今後積極的に受け入れ

を実施していく方針である 

グループ校では、多数の留学生

が在籍している実績があるた

め、水平展開し活用することに

より、教員の研鑽を実施してい

く 

現在の法律を鑑み、適切な対応

ができるよう教職員研修を計

画的に実施する 

3-2-3 学生の経済的側面

に対する支援体制を整備

し、適切に周知、運用し

ていること。  

○学生が修学を継続するため

の経済的側面に対する支援体

制を整備し、情報の提供及び相

談について適切に周知、運用し

ているか 

学内にて独自の奨学制度を用

意している 

学費担当(学生サービスセンタ

ー)の職員が経済的側面に対す

る相談や情報提供を行ってい

る 

日本学生支援機構にて留学生

に対し、奨学金を適用できるよ

うになっているが、対象が一部

の学生限定となっている 

学校独自の奨学制度がある。今

後、外部の留学生に対する奨学

生制度についても積極的に活

用していく 

 

参照資料 中項目の評定 

募集要項、留学生ブック、日本学生支援機構_奨学金案内 ３ 

 
最終更新日付 2026 年 3 月 31 日 記載責任者 今井 リカ 
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3-3 （1/1） 

3-3 学生生活に関する支援 

 

点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

3-3-1 カウンセラーの

配置、相談室の設置など、

学生の相談に対応するた

めの環境整備を行い、適

切に運営していること。 

○学生生活等に関する相談体

制を整備し、相談対応につい

て、十分、学生に対して周知し、

機能、活用されているか 

 

学園グループの専属カウンセ

ラーの活用ができる学生相談

室の整備を行っている 

 

新規相談者、継続活用者が気兼

ねなく安心して利用できる 

適切なタイミングでの医療機

関との連携についてカウンセ

ラーの意見をふまえて保護者

とも連携強化をはかる 

3-3-2 学校保健安全法

に基づく学校保健計画を

策定し、学生の心身の健

康管理体制を整備し、適

切に運用していること。 

○定期的な健康診断の実施、結

果のフォロー、健康管理に関す

る啓発活動など、学生の心身の

健康管理体制を整備し、適切に

運用しているか 

4 月に全学生対象とした健康

診断を行っている 

2 次検診対象者の管理と全員

受診が課題である 

学生については、高い受診率で

はあるが、4 月の健康診断にお

いて未受診者がいる結果とな

っている 

2 次検診対象者も同様である 

健康診断の受診は学生にとっ

ての義務行為であることを徹

底周知する 

定期的に未健診者に再告知し、

受診の促しを実施する 

 

参照資料 中項目の評定 

学校教育法、学校教育法施行規則、学校保健安全法、学生便覧 ３ 

 
最終更新日付 2026 年 3 月 31 日 記載責任者 今井 リカ 
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3-4 （1/1） 

3-4 学生の自主的な学習等の促進に対する支援 

参照資料 中項目の評定 

点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

3-4-1 学生の学力や学

習状況を把握し、入学前

教育や補習授業を行うな

ど学習支援に取組んでい

ること。学生の円滑な学習

に向け、シラバスの活用に

よる学習成果の向上や自

主的な学習に関する適切

な支援を行っていること。 

○自主学習等に対する相談対

応と学習支援 

学習相談に対する体制が整っ

ている 

自主学習については施設利用

が柔軟にできる 

また、成績評価に応じた学習支

援も実施している 

多様化するニーズに応える個

別支援に課題がある 

今後、オンラインツールを活用

することによって自学できる

仕組みに取り組む 

 

○成績不振の学生の状況把握

と指導 

毎月学生状況を把握し、適切な

支援・指導を行っている 

個々の学生の状況により、当初

予測した支援結果が効果とし

て見込めないことがある 

 

る 

学習に対する目的や、動機づけ

を学生ニーズに合わせて工夫

をしていく 

○留年及び休学者の状況把握

と対応 

留年・休学については、翌年度

の進退含め対象者と定期的に

連絡を行っている 

休学者は学校に対する所属意

識が途切れることなく進路に

ついて考えることができてい

る 

休学者が安心して復学できる

方法を提示していく 

○退学希望者の状況把握と対

応 

退学希望者に関しては、早期に

状況把握と対応を行っている 

退学が決まった学生の心理的

負担に配慮ができている 

今後も情報収集と的確な事務

処理を行っていく 

3-4-2 正規の授業時間

以外に行われる、課外活

動など学生の自主的な活

動を充実させるため、適切

に支援していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○部活動などの実績と支援の

実施 

部活動の実績はない 部活動に対し、学生の要望は聞

き取りができていない 

部活動については実施につい

て学生の要望調査を検討する 

○ボランティア活動の実績と

支援の実施 

美容業界・エンターテイメント

業界と連携した教育プログラ

ムを展開している。学生が現 

場実習として学べる場として

いる 

学生の知識、技術習得に役立つ

取り組みになるよう質・内容の

向上を検討し続ける 

美容業界・エンターテイメント

業界とのつながりによる現場

実習は今後も継続し、学生の知

識、技術、モチベーションの向

上につながるよう活用してい

く 
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MicrosoftTeams、J-WEB（学園独自国家試験対策ツール） ３ 

 
最終更新日付 2026 年 3 月 31 日 記載責任者 今井 リカ 
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基準４ 教員・教育実施組織 
4-1 （1/1） 

4-1 教員の配置、募集、採用 

 

点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

4-1-1 教育課程を実施

するのに必要な、資格・

要件を備えた教員につい

て、採用基準等を整備し、

適正に配置しているこ

と。 

○法令上の基準を遵守し、学

校の目的を実現し、目標の達成

するための教育を十分に実施

できるだけの教員を配置して

いるか 

設置基準に則った教員を配置

しており、職業実践専門課程に

ついても準拠している 

 

業界での実績を考慮し採用を

進めている。 

今後、より多彩な経験値と教育

力の高い教員の採用、配置を計

画していく 

人事採用センター、およびグル

ープ校のネットワークを活用

して専任教員の募集について

周知している 

 

参照資料 中項目の評定 

学校教育法、専修学校設置基準、美容師養成所指定規則、職業実践専門課程、高等教育の修学支援新制度 ３ 

 
最終更新日付 2026 年 3 月 31 日 記載責任者 今井 リカ 
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4-2 （1/1） 

4-2 教員の組織編制等 

 

点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

4-2-1 学校の目的に応

じた教育を実施するため

に、適切な業務分担、責

任体制のもとで分野の区

分ごとに、教員の組織体

制を整備していること。 

○当該専門学校の教育活動を

進めるための基本的な組織体

制を整備しているか 

各学科に学科長を配置し、各部

署にて業務分担・運営を行って

いる 

また入学事務、学費、就職相談

の組織を整備している 

部署・職位での組織役割だけで

はなく、全部署が連携を図る運

営を目指している 

課題として、事務処理が多くあ

るため、職員の負担が大きい 

今後は、事務専属の職員の起用

を計画している 

○組織の責任体制、役割分担が

規程等において明確で、連携体

制が機能しているか 

部署ごとに定められた職務分

掌に準じて役割分担をしてい

る 

 

定期的な情報共有の会議があ

る 

また課題が発生した際には、部

署を越えた連携が取れている 

大きな不備がないため当面現

状のまま進めていく 

○当該専門学校の目的等を共

有し、達成に向けた協働意欲を

醸成するために、教職員組織等

の円滑な運営と改善向上に向

けた取組を行っているか 

教職員組織等の円滑な運営と

改善向上に向けた研修を年間

にて実施している 

研修内容が教職員の共通言語

となり、組織運営の合理化や精

度の向上につながっている 

学校の組織目的に照らし合わ

せて、各部署が目指す目的を定

量、定性で測っていく 

 

参照資料 中項目の評定 

事業計画、組織役割表 ３ 

 
最終更新日付 2026 年 3 月 31 日 記載責任者 今井 リカ 
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4-3 （1/1） 

4-3 教員の資質の向上 

 

点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

4-3-1 学校の授業の内

容及び方法の改善を図る

ための FD(Faculty 

Development)など組織的

な取組や教員の研究活

動、自己啓発等への支援

を行っていること。 

○教員の資質向上を図るため

に、研修計画を作成し、計画的

に必要な研修を受講させるなど

組織的な取組を行っているか 

○教育の質の向上に向け組織的

なファカルティ・ディブロット

メント活動に取組んでいるか 

学園内にて定期的に教務研修

が開催され教員の質向上に努

めている 

キャリアに応じた研修を行い、

ファカルティ・ディブロップメ

ントに取組んでいる 

今春改正の学校教育法に合わ

せた研修内容が履行されてい

るが、全教職員への周知にはま

だ届いていないため、研鑽を重

ねる 

大きな不備がないため当面現

状のまま進めていく 

4-3-2教員の専攻分野に

おける実務に関する知識・

技術、技能を修得・向上す

るための研修を企業等と

連携して、組織的に行って

いること。【注）職業実践専

門課程】 

○職業実践専門課程の認定校

においては、企業等と連携した

研修（専攻分野の知識等）を組

織的に行っているか 

企業・業界団体等と連携した研

修を組織的に行っている 

 

専門分野の研修が比較的多く、

教員の学びの機会が得やすい 

そのため参加した教員が研修

などで得た知識を授業に取り

込んでいることが見受けられ

ている 

大きな不備がないため当面現

状のまま進めていく 

4-3-3 教員の授業及び

指導力等を修得・向上す

るための研修を企業等と

連携して、組織的に行っ

ていること。 

【注）職業実践専門課程】 

○職業実践専門課程の認定校

においては、企業等と連携した

研修（指導力の向上）を組織的

に行っているか 

指導力向上に関する企業に講

師を依頼し研修を実施してい

る 

職階に応じて指導力の研修が

受講できるので、無理なく教員

としての能力を蓄積すること

ができている 

大きな不備がないため当面現

状のまま進めていく 

 
最終更新日付 2026 年 3 月 31 日 記載責任者 今井 リカ 

参照資料 中項目の評定 

JESC（滋慶教育科学研究所）レポート ３ 
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基準５ 教育環境 
5-1 （1/1） 

5-1 教育環境の整備点検、改善等 

 

点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

5-1-1 専修学校設置基

準及び関連法令に基づ

き、教育上の必要性に対

応できる施設・設備、機

械器具等を備えているこ

と。（補修、更新含む） 

○当該専門学校における教育

課程を実施するために必要、か

つ十分な施設と、学生数、教育

内容、教育方法に対応するため

の設備を整備し、十分活用して

いるか 

法定指定科目を実施できる機

器を装備しており、法令に準拠

している 

業界のトレンド、技術進歩によ

るアップデートが課題である 

特にオンラインツールを活用

した教育が不十分であるため、 

今後整備していく 

中期的な設備投資計画を立て

運用する 

○施設、設備について適宜点

検し、計画的に改修、補修等を

適切に行っているか 

学生の使用状況などを鑑み計

画的に行っていく予定となっ

ている 

学生数に応じた入れ替えを計

画し整える必要性がある 

中期的な設備投資計画を立て

運用する 

 

 

参照資料 中項目の評定 

棚卸台帳、中長期計画、事業計画収支計画書 ３ 

 
最終更新日付 2026 年 3 月 31 日 記載責任者 今井 リカ 
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5-2 （1/1） 

5-2 安全対策、防災組織 

 

点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

5-2-1 学校保健安全法

に基づく学校安全計画を

策定し、学校における安

全対策を適切に行ってい

ること。  

○学校保健安全法に基づく学

校安全計画を策定し、火災の発

生及び大規模災害発生時並び

に授業中の安全管理等におい

て、適切に対応しているか 

学校安全計画、危機管理マニュ

アルを整備している 

防火管理責任者を選任し、有事

の際に備えている 

学生・教職員に対し避難訓練、

防災教育を実施している 

また、職員の火災対応用消火器

訓練を実施している 

 

非常勤講師への防災教育に関

して課題がある 

訓練時には、非常勤講師も、職

員と同様に学生の安全が確保

できるよう避難方法について

周知をして、実際に履行できる

ようにしていく 

 

自然災害のみならず、ＡＥＤの

使用方法など応急救急対応の

訓練も実施していく 

 

参照資料 中項目の評定 

学校安全マニュアル、危機管理マニュアル ３ 

 
最終更新日付 2026 年 3 月 31 日 記載責任者 今井 リカ 
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基準６ 教育活動の基盤と情報の公表 
6-1 （1/1） 

6-1 中期事業計画と財務基盤 

 

点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

6-1-1 当該専修学校の

中期事業計画又は設置法

人の中期事業計画に、教

育目的、教育目標の実現

に向けた具体的な内容が

位置付けられているこ

と。 

○当該専門学校の目的を実現

するために、実効性のある具体

的な中長期的計画が策定され

ているか 

学校の事業計画において、定量

的かつ定性的な目標に関して、

５カ年を区切りとして中期計

画として策定している 

５カ年で事業計画を作成し教

育目標を設定しているので、毎

年の課題への改善ができてい

る 

当初計画と誤差が生じないよ

うに、早期に計画の進捗・課題

の改善を行い目標の実現を目

指す 

○設置法人が策定している場

合は、計画上に当該専門学校に

おける教育等の内容が明確に

位置付けられているか 

本校の設置承認書類に掲げて

いる開講の目的が法人にも浸

透しており、教育等の内容も明

確に位置付けられている 

学校設置申請書類に相反しな

い運営ができており、法人とも

共有がなされている 

大きな不備がないため当面現

状のまま進めていく 

○計画の進捗状況、組織上の役

割分担、計画の見直しなど計画

の遂行の実効性は十分か 

毎年、計画の遂行状況の振り返

りを行っている 

組織上の役割も毎年見直しを

行っており、計画の遂行の実効

性を確認している 

 

職員のミッションステートメ

ントを引き出し、業務に創意工

夫を生んでいる 

大きな不備がないため当面現

状のまま進めていく 

6-1-2 当該専修学校の

教育活動を安定して遂行

するために必要かつ十分

な財務基盤を確立してい

ること。【注)修学支援新

制度機関要件の確認】 

【注）外国人留学生キャリ

ア形成促進プログラム】 

○中期事業計画を実行し、当該

専修学校の教育活動を安定し

て遂行するために必要かつ十

分な財務基盤を確立している

か、不十分な場合は改善に向け

た計画を策定しているか 

修学支援新制度について、財政

的な部分での不適はない 

学校の運営については５カ年

の目標を中心に財務計画を立

てている 

入学生の変化など収入の変化

に影響を受けない基盤運営と

収入に応じた設備投資運営に

分けて運営をしている 

情報公開資料として学園の財

務状況を公表している 

学校の収支に関しては、当初計

画通りに遂行されている 

法人財務についても、学園本部

が中心となり、今後の設備投資

においては、学校財政のリスク

ヘッジにも対応できるように

している 

財務状況については問題がな

く、現段階では計画通りのた

め、大きな不備はない 



 

25 

 

 

参照資料 中項目の評定 

事業計画、役割分担表、収支予算書 ３ 

 
最終更新日付 2026 年 3 月 31 日 記載責任者 今井 リカ 



 

26 

 

6-2 （1/1） 

6-2 学校運営 

 

点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

6-2-1 学校運営の組織

体制を整備し、適切な運

営が行われていること。  

○当該専門学校の全体の運営

について、事務組織体制を整備

し、業務分担、責任体制が明確

になっているか 

広報、学費、就職、校務の部署

として事務組織体制を整備し

ている 

業務分担、責任体制が明確にな

っている 

広報、学費、就職、校務の部署

を整備しており各部署が連携

して機能している 

組織文化として、所属部署のみ

の業務遂行ではなく、サッカー

型組織として柔軟な業務遂行

を今後も実施する 

○教員と職員による連携体制

を確保しているか 

プロジェクトや会議・研修を通

して連携体制を担保している 

広報、学費、就職、校務の部署

を整備しており各部署が連携

して機能しおり、所属部署の特

性を活かした業務の相乗効果

が発揮できている 

適材適所の組織布陣を継続し

ていくが、永続的な配置とはせ

ず人材育成の観点も考慮し、適

宜、配置転換を行っていく 

○校長による意思決定及び執

行管理が適切に行われている

か 

学則に規定している通り、卒

業・進級などの重要な学事の執

行は校長の意思決定により行

われている 

現状は、大きな課題はない 特筆すべき課題はない 

6-2-2 学校運営に必要

な知識・技能等を身に着

け、意欲及び資質を向上

させるために SD（Staff 

Development）活動などの

取組が行われているこ

と。 

○学校運営を適切かつ効果的

に行うため、学校の管理運営や

教育活動等に関わる教職員に

必要な知識及び技能を習得さ

せ、並びにその能力及び資質を

向上させるための組織的に研

修の機会を設けるなどの取組

みを行っているか 

教職員に対して、事業計画の読

み合わせや学内外の研修を実

施している 

キャリアに応じた研修を学園

グループで行っている 

学校教育法に規定されている

通り部署・職階に合わせた研修

も計画的に実施する 

 

参照資料 中項目の評定 

事業計画、業務役割分担表 ３ 

 
最終更新日付 2026 年 3 月 31 日 記載責任者 今井 リカ 
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6-3 （1/1） 

6-3 社会からの理解と情報の公表 

 

点検・評価項目 評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題の解決策 

6-3-1 当該専修学校の

教育活動、学校運営等の

状況に関する情報を積極

的に公表し、継続する教

育機関、産業界、自治体

等をはじめ、社会全体か

らの理解を得るよう取組

んでいること。 

○自己点検・評価結果をはじ

め、公表が求められている教育

情報について適切に公表し、説

明責任を果たしているか 

自己点検・評価は、令和 8年度

より実施し公表するその他、公

表が求められている教育情報

について適切に公表し、説明責

任を果たしている 

専修学校設置基準に準拠し職

業実践専門課程並びに修学支

援新制度など、学校の情報公開

を実施していく 

職業実践専門課程並びに修学

支援新制度における情報公開

要件を遵守していく 

○当該専門学校の教育内容等

が社会から理解を得られるよ

うに、特に産業界等への積極的

な取組が行われているか 

学校・学科においては、産学連

携教育を推進している。 

業界講師が参画する授業では、

授業の組み立て、実施、評価に

至るまで、学校、業界が二人三

脚の協力体制が得られており、

本校が掲げる建学の理念の一

端が実現できている 

美容業界においても、慢性的な

人手不足があるため、質の高い

人材輩出にて貢献していく 

○教育課程の編成、実施など実

践的な職業教育の展開、改善・

向上に向け、継続する教育機関

（高等学校等）、産業界、自治

体等からの意見を積極的に聴

取し、活用しているか 

令和 8年度より、学校関係者評

価委員会を定期的に開催し、教

育機関、産業界、自治体等から

の意見を積極的にカリキュラ

ムに反映し、資質向上を目指

す。 

 

学校関係者評価員会の委員か

らの意見を聴取し、改善事項が

ある場合には、速やかに改善を

実施していく 

学校教育法の改正により職業

実践専門課程の開催について

は、今後懸案していく 

 

参照資料 中項目の評定 

学校情報公開、職業実践専門課程 別紙様式 4 ２ 
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